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計
画
改
定
の
趣
旨

計画の目標

人権教育・啓発の推進に関する基本方針

計画の推進体制等計画の推進体制等

●	京都府では、人権教育・啓発に関する施策を、総合的かつ計画的に進めるための指針として、1999
年（平成 11年）3月に「人権教育のための国連10年京都府行動計画」を、2005年（平成 17年）
1月に「新京都府人権教育・啓発推進計画」を策定。近年の人口減少社会の到来や高度情報化の発
展などを反映し、人権問題は多様化、複雑化してきており、それまでの成果や課題を踏まえ、2016
年（平成 28年）1月に「京都府人権教育・啓発推進計画（第 2次）」を策定し、人権に関する施策
を積極的に進めてきたところです。

●	しかし、今般の新型コロナウイルス感染症の拡大により、憶測によるデマや誤った情報の拡散、大
学や個人への誹謗中傷、インターネット上での心ない書き込みなど、さまざまな事象が社会問題化
しており、こうした「コロナ差別」に対応するため、現計画の計画期間途中ではありますが、見直
しを行うこととし、「京都府人権教育・啓発推進計画（第2次 : 改定版）」を策定しました。

2016年（平成28年）１月から2026年（令和８年）３月まで（2021年（令和３年）3月改定）

「京都府総合計画（京都夢実現プラン）」に2040年の京都府社会の姿の一つとして掲げた、誰もが生き生き
と暮らし、幸せを実感できる「人とコミュニティを大切にする共生の京都府」の実現に向けて、府民が人権
について学び、交流できる機会を拡充するとともに、相談体制を充実していくことにより、人権という普遍
的文化を京都府において構築すること

【 計画の目標実現に向けた基本的な考え方 】
　●		一人ひとりの生命と尊厳が守られ、個人として等しく尊重されること
　●		一人ひとりが能力を発揮し、幸福を追求できること
　●		一人ひとりの個性の違いや多様性を認め、お互いを尊重し、つながり支え合うこと

①		一人ひとりを大切にし、その可能性を伸ばす人権教育・啓発
②		共生社会の実現に向けた人権教育・啓発
③		生涯学習としての人権教育・啓発
④		自分のこととして考える人権教育・啓発

●	京都府における全庁的な組織である「京都府人権教育・啓発推進計画推進本部」により、関係部局が緊密な連携
を図りながら総合的に計画を推進

●	国、市町村等の公共団体、NPO等の民間団体との協働関係を構築し、さまざまな機会を通じて、連携・協力して
人権教育・啓発を展開

●	市町村の人権教育・啓発施策が、この計画の趣旨に沿って取り組まれるよう支援
●	NPO等による自発的な社会貢献活動を行いやすい環境を整備し、それぞれの特性や役割に応じて協働していけ
るよう連携を推進

●	毎年度、重点取組を定めた実施方針を策定。施策の実施状況をとりまとめ、以後の施策に適正に反映できるよう、
外部有識者で構成する京都府人権教育・啓発施策推進懇話会での評価・検証を通じた施策の点検、計画のフォロー
アップを実施

計画期間
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人権問題の現状等と取組の方向人権問題の現状等と取組の方向

同和問題（部落差別）

子　ど　も

女　　性

高　齢　者

●	これまで人権尊重に関する施策が幅広く推進されてきたが、今なおさまざまな人権問題が存在
●	人権教育・啓発は、府民一人ひとりが人権尊重の理念に関する理解を深めることによって、自分の人権とともに
他人の人権を守るという意識を身につけ、全ての人が自らの課題として、人権が尊重される社会の実現に向けて
主体的に行動していけるようにするための条件整備をすること

●	「社会情勢の変化等により顕在化している人権にかかわる課題」として、新型コロナウイルス感染症における
人権問題やインターネット社会における人権の尊重、災害弱者への災害時への配慮など、今後のWITHコロナ
社会（新型コロナウイルスと共存・共生する社会）を見据え、府民の人権啓発・研修等への参加機会拡大に取り
組み、一人ひとりの尊厳と人権が尊重され、誰もが自分らしく生き、参画する社会を実現

●	特措法による対策事業終了後、地域改善対策協議会
の意見具申が示した基本認識のもと、現行制度を
的確に運用して、教育、就労、福祉の生活実態上の
課題等の解決に向けた取組を推進

●	依然として結婚にかかわる問題や住宅購入にあたっ
て同和地区（被差別部落）への忌避意識などが存在
し、早期解決に向けて引き続き取り組むことが必要

●	部落差別解消法第１条に規定されている「現在もなお
部落差別は存在するとともに、情報化の進展に伴っ
て部落差別に関する状況の変化が生じている」こと
を踏まえ、インターネット上の差別への対応など
国との適切な役割分担のもと、必要な教育及び啓発、
相談体制を充実

●	同和問題（部落差別）に対する正しい理解と認識を
深めることによって差別意識や偏見を解消すること
ができるよう、学校、家庭、地域社会等における
人権教育・啓発の充実、住民相互の交流を通じた
地域づくりを推進

●	引き続き、隣保館が福祉の向上や人権教育・啓発の
住民交流の拠点として活用されるよう、市町村と
連携し、生活上の各種相談事業等を通じて各地域の
ニーズを的確に把握して取組を推進

●	性別による固定的役割分担等を背景とした差別的
取扱い、雇用機会や待遇、性に起因する暴力などの
問題が存在しており、社会における女性の参画や
能力発揮は十分とはいえない状況

●	京都府男女共同参画推進条例の基本理念にのっと
り、さまざまな分野で女性の参画や能力発揮を進め、
女性の人権が尊重される社会の実現に向けた取組を
推進

●	働きたい女性のニーズに応じた就業・保育支援の
取組を推進。また、経済団体等と連携した ｢輝く女性
応援京都会議｣ のもと、積極的な女性の人材育成や
登用、｢働き方改革｣ の推進など、女性の活躍の
加速化に取り組むことと併せて、女性リーダーの
育成等、地域で女性が活躍できる環境整備を推進

●	DV、ストーカー、性暴力等、女性に対するあらゆる
暴力の根絶に向けた取組、交際中の男女の暴力（デート	
DV）に関する若年層への啓発、適切な被害者支援
を実施

●	府内企業の管理職等へのハラスメント対策の研修を
行うなど、労働法令の周知及び人権教育・啓発の
取組を通してハラスメントの防止に努めるほか、
相談や被害者支援の取組を推進

●	児童虐待、いじめ・体罰等は依然として深刻な問題。
SNS等でのいじめなどの新たな形態の事象も発生。
児童ポルノなど子どもにかかわる犯罪の増加、子ども
の７人に１人が貧困世帯で暮らすなどの厳しい状況
があり、社会全体で子どもの育つ環境の整備が必要

●	子どもの意思が尊重され、権利が保障された育成
環境を整備

●	虐待の未然防止、被害児の保護、心理的ケア等、
子どもが安心・安全に暮らすための取組を推進

●	いじめ、暴力行為、児童ポルノ等の被害には、個々
の事象に適切に対応できるよう支援・相談・指導体
制の強化、学校・家庭・地域社会・関係機関の連携
等を推進

●	不登校の子ども一人ひとりの状況に応じた支援や相
談の充実

●	すべての子どもが生まれ育つ環境に左右されること
なく、その将来に夢や希望を持って成長していける
社会の実現に向けた取組を推進

●	子どもが保護の対象であると同時に権利行使の主体
であるという視点に立った啓発を推進

●	高齢化の進行に伴い、一人暮らしの高齢者や高齢者
夫婦のみの世帯、また、介護の必要な高齢者も増加。
高齢者が尊厳を保ちながら、いきいきと暮らして
いける社会をつくることが必要

●	高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、
医療、介護、介護予防、住まい及び日常生活の支援
が一体的に提供される「地域包括ケアシステム」を
一層推進

●	虐待を受けた高齢者の保護、認知症等により判断能
力が不十分な高齢者の権利を擁護

●	家族介護者への支援や介護負担の軽減等の取組を
推進

●	高齢者を一律に弱者とするのでなく、意欲や経験・
能力を持った高齢者が、年齢にかかわりなく「社会
の支え手」として活躍できるよう、雇用・就業機会
の確保など、社会参加を支援

●	京都府福祉のまちづくり条例に基づく社会環境整備
や、相談対応、啓発の推進
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障害のある人

さまざまな人権問題

ハンセン病・エイズ（AIDS、後天
性免疫不全症候群）・HIV 感染症・
難病患者等

外　国　人

犯罪被害者等

●	障害者差別解消法や京都府障害のある人もない人も
共に安心していきいきと暮らしやすい社会づくり
条例、言語としての手話の普及を進めるとともに
聞こえに障害のある人とない人とが支え合う社会づ
くり条例等に基づいて、障害の有無にかかわらず、
全ての府民が分け隔てられることなく、相互に人格
と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現のため、
取組を推進

●	障害のある人が社会・経済・文化の各分野で平等に
参加、活動できる社会を実現するため、社会的障壁
の除去のための合理的な配慮の実践、雇用及び就労
の促進、文化芸術・スポーツの振興、農業と福祉の
連携による社会参加等を推進

●	虐待を受けた人の保護・自立支援、養護者・家族
介護者への支援、介護負担の軽減等の取組を推進

●	精神障害や難病等の障害の特性をはじめ、障害及び
障害のある人に対する理解の促進、ふれあいや交流
の場づくり、住宅の確保に向けた取組等、障害の
ある人の社会参加に向けた取組を推進

●	京都府福祉のまちづくり条例に基づく障害のある
人等が暮らしやすいまちづくりを推進

●	日本で生活する外国籍の人々に対しては、相互理解
が十分でないことによる偏見や差別などが存在。
新たに渡日した外国籍府民や、外国につながりを
持つ子ども・保護者が増え、日本語教育など、共に
暮らしていくための教育・生活支援が必要

●	特定の国籍等の外国人を排斥する趣旨の言動が公然
と行われるヘイトスピーチの問題が存在。ヘイト
スピーチは、当事者である外国籍府民の心身を傷つ
けるとともに、広く府民に不安感や嫌悪感を与え、
外国人に対する偏見に繋がりかねず、啓発が必要

●	ヘイトスピーチ解消法に基づき、本邦外出身者に
対する不当な差別的言動の解消に向けた相談体制の
整備やヘイトスピーチ防止のための使用手続きに
関するガイドラインの取組を引き続き実施

●	多文化共生社会の実現に向け、異なる文化や考え方
を理解し､ 相互の人権を尊重し合い、民族・国籍等
による差別を許さない地域づくりを推進

●	各種懇談会への参加等、地域づくりに係る取組への
外国籍府民等の参画等を促進

●	（公財）京都府国際センター、市町村、国際化協会
や地域日本語教室等と協働し、外国籍府民等への
生活情報の提供や生活相談、地域における日本語教
育の取組の推進及び災害時支援体制を構築

●	学校では、外国籍児童生徒や外国につながりを持つ
子どもに対し個々の状況に応じた日本語指導や支援
を実施

●	患者が適切な医療を受けられるよう、療養環境の
整備に加え、公的な相談体制の整備等を通じ医療
機関等との信頼関係の構築や回復を図るための取組
を引続き推進

●	ハンセン病問題基本法に基づき、ハンセン病の患者
や家族の方の偏見や差別を一刻も早く解消するため
療養施設入所者の里帰りや中高生などへ療養所訪問
などの交流の機会を提供

●	エイズ患者・HIV 感染者に対する偏見や差別の解消
や、不当な扱いを受けないための啓発を推進

●	難病に対する誤解や偏見から生じる人権侵害を防止
するための正しい知識の普及啓発を推進

　ホームレス
●	府民の理解と協力を得てホームレスが自立した
生活が可能となるよう、法に基づく自立支援
等を総合的に推進

　性的指向・性自認
●	LGBT 等性的少数者の当事者の困難な状況等
の理解促進と性的指向・性自認にかかわらず、
誰もが安心して暮らせる理解と認識を広げる
ための教育・啓発を推進

　刑を終えて出所した人
●	刑を終えて出所した人が社会復帰できるよう啓発等を推進

　アイヌの人々、婚外子、識字問題
●	アイヌの人々の民族としての誇りや伝統に関する知識の
普及・啓発、婚外子、識字問題に対する啓発等を推進

　北朝鮮当局による拉致問題等
●	北朝鮮当局による拉致問題への府民の関心と認識を深める
ための啓発等を推進

●	犯罪被害者等には、直接的な被害だけでなく、心身
の不調、司法手続等の精神的・時間的負担、プライ
バシー侵害や精神的苦痛、経済的負担等の二次的な
被害の問題が存在

●	犯罪等発生直後の直接支援、精神的被害の軽減や
早期回復支援等の初期的支援の充実

●	京都府犯罪被害者サポートチームによる総合的な
支援の実施と、被害者等に寄り添った中・長期に
わたるサポート体制の充実強化

●	民間支援団体への支援や連携の推進
●	各種支援制度の周知、府民理解の促進
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社会情勢の変化等により顕在化している人権にかかわる課題

　新型コロナウイルス感染症による人権問題
●	新型コロナウイルス感染症の世界的大流行により、社会不安が高まり、ウイルスに関わる人や集団など目に見えるも
のを排除しようとする行動や、同調圧力の高まりから私的に取り締まりや攻撃を行うなど差別につながる行為が社会
問題化

●	感染症に対する誹謗中傷は、人格や尊厳を不当に冒すものであり、感染症に対する正確な知識の普及と偏見・差別
防止の啓発を推進

●	コロナ関連の差別やいじめに対する人権相談窓口の充実強化と積極的な周知
●	SNS等インターネット上の差別や誹謗中傷等の書き込みに対し、モニタリングやネットリテラシーの取組を実施
●	患者のプライバシー保護の観点から、個人が特定されることがないよう配慮しつつ、感染拡大防止に必要な情報を限
定して公表

●	不安や恐れから差別や偏見、いじめ、SNS等での誹謗中傷が生じない教育を推進
●	外国籍府民等への、多言語での情報発信、関係機関への周知
●	今後の新たな課題に対して、関係機関が協力・連携し必要な施策を実施

　インターネット社会における人権の尊重
●	情報化の進展に伴い、インターネット上には、プライバシーの侵害や誹謗中傷、差別を助長する表現、ネットいじめ
など、匿名性や情報発信の容易さを悪用した人権にかかわるさまざまな問題が存在

●	インターネットは、一旦情報や画像が流出すると完全に消し去ることが困難であるため、情報モラルとメディアリテ
ラシーの向上、個人の名誉をはじめとする人権に関する正しい理解と認識を広め、府民が安心してインターネットを
利用でき、加害者にも被害者にもならないよう教育・啓発を推進

●	人権を侵害する悪質な情報発信に対しては、表現の自由に十分配慮しながら、府内市町村や他府県と連携し、法務省
やプロバイダに対し当該情報等の削除要請など個別的に対応

　個人情報の保護
●	京都府個人情報保護条例の適正な運用による個人の権利利益の保護
●	個人のプライバシーを守ることの重要性、情報の収集・発信における責任やモラルについての教育・啓発を推進
●	身元調査の問題に対する啓発を推進。また「本人通知制度」の普及に向けた市町村への支援

　安心して働ける職場環境の推進
●	職場でのパワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、マタニティハラスメントや長時間・過重労働や賃金不払
残業など違法な働き方の解消

●	仕事と生活の調和（ワ―ク・ライフ・バランス）の実現に向けた働き方の見直しや育児・介護との両立支援、働きや
すい職場環境の推進

●	職場でのハラスメント防止のため、企業の経営者等に対する意識啓発、職場環境の改善に向けた支援
●	長時間・過重労働など違法な働き方を強いる企業に対するコンプライアンスの徹底、労働教育の充実と労働関係法の
周知・啓発

　自殺対策の推進
●	自殺は心身の問題だけでなく、経済や仕事をめぐる環境、人間関係などさまざまな社会的な要因等が複雑に関係する
社会的な問題であり、自殺に追い込まれる危機は誰にでも起こりうるという認識に立ち、自殺対策を総合的に推進

●	悩んでいる人に気付き、声をかけ、話を聞き、必要な支援につなげる人材の確保・養成
●	自殺予防の取組の推進、自殺の原因となり得る悩みについての早期の相談・支援体制の充実
●	自殺未遂者や自殺者の親族等に対する適切な支援の実施

　災害時の配慮
●	頻発化・激甚化する風水害等に備え、地域毎の危険性を共有し、消防団員や自主防災組織等を中心に、障害のある
人や高齢者等の災害時要配慮者を含めた避難時の実効性を確保する必要

●	災害時の避難所では、避難所などのユニバーサルデザイン化や新型コロナウイルス感染症対策が必要
●	ハード面の整備や避難所運営体制とともに、人材の養成にも取り組み、要配慮者を含む全ての府民が安心して過ごせ
る避難所の運営体制の整備

●	避難所等の生活支援のための、福祉避難サポートリーダー、通訳ボランティアの養成
●	災害ボランティアセンターの充実のため、支援体制の強化
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あらゆる場を通じた人権教育・啓発の推進あらゆる場を通じた人権教育・啓発の推進

●	人権教育・啓発の推進に関する基本方針に基づき、さまざまな機会や場を通じて積極的・継続的に取組を推進
●	アプローチの視点（普遍的・個別的）や親しみやすいテーマ設定などの創意工夫により、地域の実情に即し
た取組を進め、人権教育・啓発に触れる機会の少ない人に対しても多様な媒体を活用して取組を推進

●	人権教育・啓発は人々の心の在り方に密接にかかわるため、その自主性を尊重し、幅広い理解と共感を得られる
よう取組を推進

保育所・幼稚園・認定こども園

学　　校

地域社会

企業・職場

家　　庭

●	保育所・幼稚園・認定こども園は、生涯にわた
る人間形成の基礎を培う大切な場

●	家庭や地域と連携して、乳幼児が健全な心身の
発達を図り、他の乳幼児とのかかわりの中で
人権尊重の精神の芽生えをはぐくむことができ
るよう、遊びを中心とした生活を通して保育・
教育活動を推進

●	すべての職員が豊かな人権意識を持ち実践でき
るよう研修を通した認識の深化、指導力の向上

●	教職員がスクールカウンセラーや「まなび・生活
アドバイザー」等と協働し、子どもの人権を
巡る実態に適切に対応しながら、一人ひとりを
大切にした教育を推進

●	児童生徒の発達の段階を踏まえた体系的な人権
学習を充実し、また、共生社会の実現や自分を
尊重し他人を尊重する心をはぐくむことなどを
目指して、時代の変化に的確に対応した教材
作成を推進

●	学校での研究実践、学校間で共有するための
教材作成等を通じた人権教育の充実

●	児童生徒が主体的に活動する機会や、自己有用
感を高めるための多様な体験活動の充実

●	児童生徒が安心して楽しく学べるよう、人権
尊重の精神に立った学校づくりを推進し、いじ
めの未然防止・早期発見・早期対応、体罰根絶
に向けた取組を推進

●	地域社会は、人々との交流を通じて人権意識の
高揚を図り、社会の構成員としての自立を促す
大切な場

●	公民館、隣保館等を拠点とした多様な学習機会
の提供を支援

●	社会教育関係指導者の資質向上を図る研修の
充実

●	生涯を通じた学習のための視聴覚ライブラリー
や参加型学習を取り入れた学習資料の充実

●	ボランティア活動など学校教育と連携した多様
な体験活動の機会の充実

●	企業・職場は、その活動等を通じ、地域や社会
の構成員として重要な役割を担う存在

●	人権が尊重される企業づくりや就労環境の整備、
個人情報の適正な管理など、企業の社会的責任
を果たす取組が推進されるよう役職員等を対象
とした人権教育・啓発を充実

●	企業・職場での人権侵害の防止や、能力・適性
のみを基準とした公正な選考採用の徹底、企業
内人権啓発推進員の設置促進、企業・職場に
おける人権意識高揚のための取組を支援

●	家庭はすべての教育の出発点であり、人間形成
の基礎をはぐくみ社会性を育てる上で重要な場

●	関係機関職員への研修等による資質向上や、
保護者自身が学ぶための学習機会の充実・情報
の提供、交流・相談できるネットワークづくり
により家庭教育を支援

●	家庭内における人権侵害の発生を未然に防ぐた
めの相談活動機能の充実。家庭支援総合センター
や児童相談所等の専門性を生かし、学校や市町
村等との連携の強化
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人権に特に関係する職業従事者に対する研修等の推進人権に特に関係する職業従事者に対する研修等の推進

人権教育・啓発の推進方策人権教育・啓発の推進方策

●	人権に特に関係する職業従事者が人権に配慮して業務を遂行できるよう、WITHコロナ社会においてもさまざま
な研修を通じて人権教育・啓発を重点的に推進し、特に新型コロナウイルス感染症に関連する人権侵害の防止に
向けた研修の実施が必要

教職員・
社会教育関係職員

●	教職員：各学校や京都府総合教育センター等における研修、教職員の主体的な研修などを通じ、
子どもへの愛情や教育への使命感、人権意識高揚、指導力向上のための取組を推進

●	いじめ・体罰への認識を深め、組織的に教育活動に取り組む意識を醸成
●	スクールカウンセラー等の専門家との協働等による教職員の資質向上
●	私立学校や大学等の教職員についても、人権意識高揚の要請や研修等を実施
●	社会教育関係職員：地域社会における人権教育に関する認識の深化と、専門性を備えた指導者と
して資質向上を図るための研修を充実

医療関係者
●	医療関係者には、プライバシーへの配慮など人権に対する深い理解と認識が必要
●	医療従事者を養成する学校等や医療関係団体に対し、人権教育・啓発の充実を指導・要請
●	京都府医療安全支援センター（府の医療相談窓口）による人権に配慮した対応の指導等の実施

保健福祉関係者
●	施設等での虐待事案も踏まえ、保健福祉関係者に対する人権研修を充実
●	市町村や関係団体等における人権研修の充実を支援
●	保健福祉関係職員を育成する学校等や研修機関に対する人権教育・研修の充実を指導・要請

消防職員 ●	府立消防学校の課程における人権に関する講義での人権に関する正しい知識を修得
●	被災者や患者の人権尊重、プライバシーの保護等、人権意識高揚のための教育の充実

警察職員 ●	職場や警察学校における各種教養などの機会を通じて、人権意識を高めるための教育を充実
●	被疑者、被留置者、被害者等の人権への配意に重点をおいた教育訓練の充実

公務員 ●	府職員：本計画の周知・徹底。職務に応じた人権研修の推進。職場研修や自己啓発を支援
●	市町村職員：指導者養成研修会等の実施、各種情報提供等により、人権意識の向上を支援

メディア関係者等 ●	府民に対して人権尊重の働きかけを積極的に行うよう、メディア関係者や情報発信者への要請に
努め、常に人権に配慮した報道や情報発信等が行われるよう促す。

指導者の養成 ●	府民の身近で人権教育・啓発を推進していく指導者の養成にあたって、研修を創意工夫し、
継続的な情報提供等によりその活動を支援

人権教育・啓発資料等
の整備

●	専門的な研究や、実践的な学習活動の成果を踏まえ、対象者の発達段階や習熟度に応じた
効果的な学習教材・啓発資料等を開発

効果的な手法による
人権教育・啓発の実施

●	幼児から高齢者まで、生涯学習の視点に立ち、対象者に合わせた教育・啓発の実施
●	発達段階や地域の実情等に応じ、学校教育と社会教育が連携しながら人権教育を推進
●	人権強調月間	（８月）、人権週間	（12月）	の取組等による社会的気運の醸成
●	身近なテーマ設定や主体的に参加できるコンクール等、手法を工夫した人権啓発の実施
●	WITHコロナ社会に対応し、人権情報ポータルサイト「京都人権ナビ」を活用し、府民へ
の人権に関する情報の発信やリモート研修など、コンテンツの制作や更なる資材の充実

調査・研究成果の活用
●	（公財）	世界人権問題研究センター等による最新の調査・研究成果を活用し、質の高い、
最新の知識の普及

●	人権尊重の理念を現実社会で実践していくための方法論等の研究が推進されるよう研究
機関に要請

相談機関相互の
連携・充実

●	府民が身近に相談でき、迅速・的確な対応から救済につながるよう、様々な相談機関等に
よるネットワークを強化し、連携強化や情報交換、相談機能の向上等を目的とした研修等
を充実

●	実際に発生している人権問題の状況に応じた人権教育・啓発を推進
●	様々なメディアを活用した相談機関等の一層の周知
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